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告   示 

奈良市告示第 155号 

 固定資産課税台帳に登録すべき令和 7年度の固定資産の価格等の全てを登録しましたので、地方税法（昭和 25年

法律第 226号）第411条第2項の規定により公示します。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 156号 

 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第10条第1項に基づき宅地造成等工事規制区域を指定

したため、同条第4項の規定により公示する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 7年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定の範囲 

 奈良市域全域 

2 添付資料 

 平面図 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 157号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 75条第 2項及び第 115条の 5第 2項の規定により、指定居宅サービス事

業者及び指定介護予防サービス事業者を廃止したので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により公

示する。 

令和 7年4月1日 

                                奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和7年3月31日 

事業所番号 
サービスの 

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2960190151 
（介護予防）

訪問看護 
医療法人北寿会 

奈良県奈良市中登

美ヶ丘四丁目 3番 

訪問看護ステーシ

ョンアップル登美

ヶ丘 

奈良県奈良市中登

美ヶ丘三丁目13

番2 

2 廃止年月日 令和7年3月31日 

事業所番号 
サービスの 

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2970104184 
（介護予防）

訪問入浴介護 

アースサポート株

式会社 

東京都渋谷区本町

一丁目 4番14号 

アースサポート奈

良 

奈良県奈良市内侍

原町46-1 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 158号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 82条第 2項の規定により、指定居宅介護支援事業者を廃止したので、同

法第85条第2号の規定により公示する。 

令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和7年3月31日 

事業所番号 サービスの 事業者 事業所 
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 種類 法人名 法人所在地 名称 住所 

2970190076 居宅介護支援 
社会福祉法人協同

福祉会 

奈良県大和郡山市

宮堂町字青木 160

番7 

あすならホーム今

小路ケアプランセ

ンター 

奈良県奈良市今小

路町29番1 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 159号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 78条の 5第 2項の規定により、指定地域密着型サービス事業者を廃止し

たので、同法第78条の11第2号の規定により公示する。 

令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和7年2月28日 

事業所番号 
サービスの 

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2990190049 
地域密着型通

所介護 
株式会社ききょう 

奈良県奈良市富雄

元町三丁目 1番

13号 

ないすデイサービ

ス 

奈良県奈良市富雄

元町三丁目1番

13号ききょう富

雄ビル4F 

2 廃止年月日 令和7年3月31日 

事業所番号 
サービスの 

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2970106783 
地域密着型通

所介護 

社会福祉法人大和

清泉会 

奈良県奈良市二名

一丁目 2361番地

の3 

社会福祉法人大和

清泉会こまどりと

丘デイサービスセ

ンター 

奈良県奈良市二名

一丁目2356番地

の1 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 160号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第 10条第1項の規定に基づき、次に掲げる市道の路線の供用を廃止する。その

関係図書は、公示の日から1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 7年4月1日 

      奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 南部第2号線 奈良市東九条町 432番地先から 
奈良市西九条町四丁目 1 番 11

地先まで 

L=520.6 

W=6.0～13.0 

2 北部第539号線 
奈良市奈良阪町 2764番地先か

ら 

奈良市奈良阪町1865番地先ま

で 

L=600 

W=0.6～11.5 

3 北部第806号線 
奈良市法蓮佐保山三丁目 1581

番 2地先から 

奈良市般若寺町18番1地先ま

で 

L=931 

W=9.0～12.0 

4 西部第589号線 
奈良市富雄元町二丁目 316番3

地先から 

奈良市富雄元町二丁目306番4

地先まで 

L=134.4 

W=1.8～9.7 

5 西部第675号線 奈良市中町 313番地先から 奈良市中町453番2地先まで 
L=265.6 

W=1.2～11.6 

6 西部第725号線 奈良市中町 4752番地先から 奈良市石木町876番地先まで 
L=438.1 

W=1.0～5.4 
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7 西部第840号線 
奈良市帝塚山六丁目 1655番125

地先から 

奈良市帝塚山六丁目1655番

126地先まで 

L=72.9 

W=4.6～6.9 

8 西部第841号線 
奈良市帝塚山六丁目 1655番124

地先から 

奈良市帝塚山六丁目1655番

328地先まで 

L=89.9 

W=6.1～6.4 

9 西部第1159号線 奈良市中町 4770番地先から 
奈良市石木町856番4地先ま

で 

L=353.5 

W=7.0～7.8 

10 
下深川下垣内・乾

谷線 

奈良市下深川町 1289番地先か

ら 

奈良市下深川町688番地先ま

で 

L=290.4 

W=2.6～5.1 

11 西浦線 奈良市下深川町 415番地先から 奈良市下深川町484番地先まで 
L=507 

W=3.2～5.4 

12 助命・下荻線 
奈良市下深川町 693番 4地先か

ら 

奈良市下深川町 1301 番 3 地先

まで 

L=340 

W=2.7～6.3 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 161号 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 8条第 1項の規定に基づき、次に掲げる路線を本市の市道路線に認定する。

その関係図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 7年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（ｍ） 

1 南部第2号線 
奈良市東九条町441番1地先か

ら 

奈良市西九条四丁目 1番 11 地

先まで 

L=791 

W=6.0～13.0 

2 南部第737号線 
奈良市恋の窪一丁目285番6地

先から 

奈良市恋の窪一丁目 285 番 10

地先まで 

L=48 

W=6.0～8.0 

3 南部第738号線 
奈良市大安寺一丁目 1232 番 8

地先から 

奈良市大安寺一丁目 1232 番 7

地先まで 

L=26 

W=6.0～8.0 

4 南部第739号線 
奈良市東九条町650番9地先か

ら 

奈良市東九条町650番7地先ま

で 

L=37 

W=6.0～8.0 

5 南部第740号線 
奈良市東九条町 1132番 2地先

から 

奈良市東九条町 1129番 5 地先

まで 

L=59.6 

W=6.0～8.0 

6 北部第539号線 
奈良市奈良阪町 2764 番地先か

ら 

奈良市法蓮佐保山四丁目 1579

番地先まで 

L=255 

W=6.0 

7 北部第806号線 
奈良市法蓮佐保山三丁目 1581

番 3地先から 

奈良市法蓮佐保山三丁目 2777

番1地先まで 

L=1126 

W=6.2～12.0 

8 北部第829号線 奈良市川上町279番1地先から 奈良市川上町131番2地先まで 
L=111 

W=6.0～8.0 

9 北部第830号線 奈良市興善院町2番5地先から 
奈良市興善院町 2番 10地先ま

で 

L=28.5 

W=6.0～8.0 

10 北部第831号線 
奈良市西木 町183番8地先か

ら 

奈良市西木 町 183番 27 地先

まで 

L=98.2 

W=6.0～8.0 

11 北部第832号線 
奈良市奈良阪町 1904 番地先か

ら 

奈良市法蓮佐保山四丁目 1579

番地先まで 

L=345 

W=6.0～8.0 

12 北部第833号線 
奈良市般若寺町 18番 1地先か

ら 

奈良市般若寺町 18番 4地先ま

で 

L=174.5 

W=7.0 
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13 北部第834号線 
奈良市法蓮町 746番 20地先か

ら 

奈良市法蓮町 746番 24地先ま

で 

L=233.7 

W=6.0～8.0 

14 中部第1787号線 
奈良市六条西二丁目 1537 番

486地先から 

奈良市六条西二丁目 1537 番

476地先まで 

L=92.4 

W=6.0～8.0 

15 中部第1788号線 
奈良市四条大路三丁目 971番 6

地先から 

奈良市四条大路三丁目 911番 2

地先まで 

L=29.9 

W=6.0～8.0 

16 中部第1789号線 
奈良市四条大路三丁目 984番 3

地先から 

奈良市四条大路三丁目 984 番

11地先まで 

L=77.2 

W=6.0～8.0 

17 中部第1790号線 
奈良市疋田町四丁目 141番 114

地先から 

奈良市疋田町四丁目 141番 149

地先まで 

L=65.1 

W=6.0～8.0 

18 中部第1791号線 
奈良市西大寺芝町二丁目 1993

番 6地先から 

奈良市西大寺芝町二丁目 2036

番2地先まで 

L=68.5 

W=6.0～8.0 

19 中部第1792号線 奈良市山陵町240番2地先から 奈良市山陵町243番3地先まで 
L=65.6 

W=6.0～8.0 

20 中部第1793号線 
奈良市五条西一丁目 1202 番

516地先から 

奈良市五条西一丁目 1202 番

510地先まで 

L=41.8 

W=6.0～8.0 

21 中部第1794号線 
奈良市五条西一丁目 5236 番 4

地先から 

奈良市五条西一丁目 5236 番 7

地先まで 

L=33.5 

W=6.0～8.0 

22 中部第1795号線 
奈良市五条西一丁目 5231番 17

地先から 

奈良市五条西一丁目 5231番 12

地先まで 

L=77.3 

W=6.0～10.0 

23 中部第1796号線 
奈良市あやめ池南七丁目880番

4地先から 

奈良市あやめ池南七丁目881番

7地先まで 

L=73.1 

W=6.0～8.0 

24 中部第1797号線 
奈良市あやめ池南八丁目896番

2地先から 

奈良市あやめ池南八丁目896番

6地先まで 

L=42.5 

W=6.0～8.0 

25 中部第1798号線 
奈良市七条一丁目540番4地先

から 

奈良市七条一丁目 539番 13 地

先まで 

L=97.8 

W=6.0～8.0 

26 中部第1799号線 
奈良市七条西町一丁目 1139 番

8地先から 

奈良市七条西町一丁目 1136 番

3地先まで 

L=94.5 

W=6.0～8.0 

27 中部第1800号線 
奈良市西大寺赤田町一丁目 851

番地先から 

奈良市西大寺赤田町一丁目 852

番1地先まで 

L=35 

W=11.2～15.8 

28 中部第1801号線 
奈良市西大寺赤田町一丁目 974

番 5地先から 

奈良市西大寺赤田町一丁目 974

番9地先まで 

L=48 

W=5.0～6.0 

29 中部第1802号線 
奈良市赤膚町 1202番 214地先

から 

奈良市赤膚町 1202 番 234 地先

まで 

L=69.5 

W=6.0～8.0 

30 中部第1803号線 
奈良市中山町 1505番 3地先か

ら 

奈良市中山町 1502 番 6地先ま

で 

L=32.9 

W=6.0～8.0 

31 中部第1804号線 
奈良市中山町 1709番 5地先か

ら 

奈良市中山町1709番13地先ま

で 

L=39.4 

W=6.0～8.0 

32 中部第1805号線 奈良市菅原町383番4地先から 奈良市菅原町382番2地先まで 
L=107.3 

W=6.0～8.0 

33 中部第1806号線 
奈良市五条畑一丁目 5154 番 1

地先から 

奈良市五条畑一丁目 5150番 11

地先まで 

L=67.8 

W=6.0～8.0 

34 中部第1807号線 
奈良市敷島町二丁目 553 番 39

地先から 

奈良市敷島町二丁目 553 番 19

地先まで 

L=77.9 

W=4.3～9.0 
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35 西部第589号線 
奈良市富雄元町二丁目 316 番

10地先から 

奈良市富雄元町二丁目 306番 4

地先まで 

L=117.3 

W=1.8～9.7 

36 西部第675号線 奈良市中町 313番地先から 奈良市中町453番6地先まで 
L=256.6 

W=1.2～11.6 

37 西部第725号線 奈良市中町 4752番1地先から 奈良市中町4728番2地先まで 
L=127 

W=3.8～5.0 

38 西部第840号線 
奈良市帝塚山六丁目 1655 番

124地先から 

奈良市帝塚山六丁目 1655 番

126地先まで 

L=145 

W=4.3～6.1 

39 西部第841号線 
奈良市帝塚山六丁目 1655 番

126地先から 

奈良市帝塚山六丁目 1655 番

328地先まで 

L=28 

W=5.5～5.6 

40 西部第1159号線 奈良市中町 4695番3地先から 
奈良市大和田町 1171番 1 地先

まで 

L=360 

W=7.0～7.8 

41 西部第1516号線 
奈良市南登美ヶ丘 3390 番 1地

先から 

奈良市南登美ヶ丘 3387番 4地

先まで 

L=46 

W=6.0～8.0 

42 西部第1520号線 
奈良市南登美ヶ丘 3351 番 9地

先から 

奈良市南登美ヶ丘3351番14地

先まで 

L=47.5 

W=6.0～8.0 

43 西部第1521号線 
奈良市学園中二丁目 1311 番 1

地先から 

奈良市学園中二丁目 1303 番 1

地先まで 

L=196 

W=6.0～8.0 

44 西部第1522号線 
奈良市藤ノ木台一丁目 698番 1

地先から 

奈良市藤ノ木台一丁目 698番 5

地先まで 

L=37.3 

W=6.0～8.0 

45 西部第1523号線 
奈良市鳥見町三丁目 4番 43地

先から 

奈良市鳥見町三丁目 4番 50 地

先まで 

L=44.1 

W=6.0～8.0 

46 西部第1524号線 
奈良市鳥見町三丁目 7番 30地

先から 

奈良市富雄川西一丁目 2002 番

19地先まで 

L=54.3 

W=6.0～8.0 

47 西部第1525号線 
奈良市鳥見町四丁目1番9地先

から 

奈良市三碓町 2194 番 8地先ま

で 

L=85.8 

W=6.0～10.0 

48 西部第1526号線 
奈良市学園大和町一丁目241番

地先から 

奈良市学園大和町一丁目240番

5地先まで 

L=38 

W=6.0～10.0 

49 西部第1527号線 
奈良市百楽園三丁目 426 番 12

地先から 

奈良市百楽園三丁目426番7地

先まで 

L=33 

W=6.0～8.0 

50 西部第1528号線 
奈良市松陽台四丁目 1800番 60

地先から 

奈良市松陽台四丁目 1788 番 2

地先まで 

L=27.1 

W=6.0～8.0 

51 西部第1529号線 
奈良市二名二丁目 2447 番 5地

先から 

奈良市二名二丁目2460番44地

先まで 

L=65.6 

W=6.0～8.0 

52 西部第1530号線 
奈良市富雄元町一丁目 500番 2

地先から 

奈良市富雄元町一丁目 500 番

12地先まで 

L=44.1 

W=6.0～8.0 

53 西部第1531号線 
奈良市富雄北二丁目 408 番 48

地先から 

奈良市富雄北二丁目 408 番 52

地先まで 

L=30 

W=6.0～8.0 

54 西部第1532号線 
奈良市帝塚山四丁目 1655 番

357地先から 

奈良市帝塚山四丁目 1655 番

348地先まで 

L=28.1 

W=5.0 

55 西部第1533号線 
奈良市朝日町一丁目 5番 24地

先から 

奈良市朝日町一丁目5番5地先

まで 

L=36 

W=6.0～8.0 

56 
下深川下垣内・乾

谷線 

奈良市下深川町413番2地先か

ら 
奈良市下深川町688番地先まで 

L=184 

W=2.4～5.9 
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57 助命・下荻線 
奈良市下深川町693番4地先か

ら 

奈良市下深川町 1274番 2 地先

まで 

L=194 

W=2.7～6.3 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 162号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第 18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を決定する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 7年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（ｍ） 

1 南部第2号線 
奈良市東九条町441番1地先か

ら 

奈良市西九条四丁目 1番 11地

先まで 

L=791 

W=6.0～13.0 

2 南部第737号線 
奈良市恋の窪一丁目285番6地

先から 

奈良市恋の窪一丁目 285 番 10

地先まで 

L=48 

W=6.0～8.0 

3 南部第738号線 
奈良市大安寺一丁目 1232 番 8

地先から 

奈良市大安寺一丁目 1232 番 7

地先まで 

L=26 

W=6.0～8.0 

4 南部第739号線 
奈良市東九条町650番9地先か

ら 

奈良市東九条町650番7地先ま

で 

L=37 

W=6.0～8.0 

5 南部第740号線 
奈良市東九条町 1132番 2地先

から 

奈良市東九条町 1129番 5地先

まで 

L=59.6 

W=6.0～8.0 

6 北部第539号線 
奈良市奈良阪町 2764 番地先か

ら 

奈良市法蓮佐保山四丁目 1579

番地先まで 

L=255 

W=6.0 

7 北部第806号線 
奈良市法蓮佐保山三丁目 1581

番 3地先から 

奈良市法蓮佐保山三丁目 2777

番1地先まで 

L=1126 

W=6.2～12.0 

8 北部第829号線 奈良市川上町279番1地先から 奈良市川上町131番2地先まで 
L=111 

W=6.0～8.0 

9 北部第830号線 奈良市興善院町2番5地先から 
奈良市興善院町 2番 10地先ま

で 

L=28.5 

W=6.0～8.0 

10 北部第831号線 
奈良市西木 町183番8地先か

ら 

奈良市西木 町 183番 27地先

まで 

L=98.2 

W=6.0～8.0 

11 北部第832号線 
奈良市奈良阪町 1904 番地先か

ら 

奈良市法蓮佐保山四丁目 1579

番地先まで 

L=345 

W=6.0～8.0 

12 北部第833号線 
奈良市般若寺町 18番 1地先か

ら 

奈良市般若寺町 18番 4地先ま

で 

L=174.5 

W=7.0 

13 北部第834号線 
奈良市法蓮町 746番 20地先か

ら 

奈良市法蓮町 746番 24地先ま

で 

L=233.7 

W=6.0～8.0 

14 中部第1787号線 
奈良市六条西二丁目 1537 番

486地先から 

奈良市六条西二丁目 1537 番

476地先まで 

L=92.4 

W=6.0～8.0 

15 中部第1788号線 
奈良市四条大路三丁目 971番6

地先から 

奈良市四条大路三丁目911番2

地先まで 

L=29.9 

W=6.0～8.0 

16 中部第1789号線 
奈良市四条大路三丁目 984番3

地先から 

奈良市四条大路三丁目 984 番

11地先まで 

L=77.2 

W=6.0～8.0 

17 中部第1790号線 
奈良市疋田町四丁目 141番114

地先から 

奈良市疋田町四丁目141番 149

地先まで 

L=65.1 

W=6.0～8.0 
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18 中部第1791号線 
奈良市西大寺芝町二丁目 1993

番 6地先から 

奈良市西大寺芝町二丁目 2036

番2地先まで 

L=68.5 

W=6.0～8.0 

19 中部第1792号線 奈良市山陵町240番2地先から 奈良市山陵町243番3地先まで 
L=65.6 

W=6.0～8.0 

20 中部第1793号線 
奈良市五条西一丁目 1202 番

516地先から 

奈良市五条西一丁目 1202 番

510地先まで 

L=41.8 

W=6.0～8.0 

21 中部第1794号線 
奈良市五条西一丁目 5236 番 4

地先から 

奈良市五条西一丁目 5236 番 7

地先まで 

L=33.5 

W=6.0～8.0 

22 中部第1795号線 
奈良市五条西一丁目 5231番17

地先から 

奈良市五条西一丁目5231番 12

地先まで 

L=77.3 

W=6.0～10.0 

23 中部第1796号線 
奈良市あやめ池南七丁目880番

4地先から 

奈良市あやめ池南七丁目881番

7地先まで 

L=73.1 

W=6.0～8.0 

24 中部第1797号線 
奈良市あやめ池南八丁目896番

2地先から 

奈良市あやめ池南八丁目896番

6地先まで 

L=42.5 

W=6.0～8.0 

25 中部第1798号線 
奈良市七条一丁目540番4地先

から 

奈良市七条一丁目 539番 13地

先まで 

L=97.8 

W=6.0～8.0 

26 中部第1799号線 
奈良市七条西町一丁目 1139 番

8地先から 

奈良市七条西町一丁目 1136 番

3地先まで 

L=94.5 

W=6.0～8.0 

27 中部第1800号線 
奈良市西大寺赤田町一丁目 851

番地先から 

奈良市西大寺赤田町一丁目 852

番1地先まで 

L=35 

W=11.2～15.8 

28 中部第1801号線 
奈良市西大寺赤田町一丁目 974

番 5地先から 

奈良市西大寺赤田町一丁目 974

番9地先まで 

L=48 

W=5.0～6.0 

29 中部第1802号線 
奈良市赤膚町 1202番 214地先

から 

奈良市赤膚町 1202番 234地先

まで 

L=69.5 

W=6.0～8.0 

30 中部第1803号線 
奈良市中山町 1505番 3地先か

ら 

奈良市中山町 1502番 6地先ま

で 

L=32.9 

W=6.0～8.0 

31 中部第1804号線 
奈良市中山町 1709番 5地先か

ら 

奈良市中山町1709番13地先ま

で 

L=39.4 

W=6.0～8.0 

32 中部第1805号線 奈良市菅原町383番4地先から 奈良市菅原町382番2地先まで 
L=107.3 

W=6.0～8.0 

33 中部第1806号線 
奈良市五条畑一丁目 5154 番 1

地先から 

奈良市五条畑一丁目5150番 11

地先まで 

L=67.8 

W=6.0～8.0 

34 中部第1807号線 
奈良市敷島町二丁目 553 番 39

地先から 

奈良市敷島町二丁目 553 番 19

地先まで 

L=77.9 

W=4.3～9.0 

35 西部第589号線 
奈良市富雄元町二丁目 316 番

10地先から 

奈良市富雄元町二丁目306番4

地先まで 

L=117.3 

W=1.8～9.7 

36 西部第675号線 奈良市中町 313番地先から 奈良市中町453番6地先まで 
L=256.6 

W=1.2～11.6 

37 西部第725号線 奈良市中町 4752番1地先から 奈良市中町4728番2地先まで 
L=127 

W=3.8～5.0 

38 西部第840号線 
奈良市帝塚山六丁目 1655 番

124地先から 

奈良市帝塚山六丁目 1655 番

126地先まで 

L=145 

W=4.3～6.1 

39 西部第841号線 
奈良市帝塚山六丁目 1655 番

126地先から 

奈良市帝塚山六丁目 1655 番

328地先まで 

L=28 

W=5.5～5.6 
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40 西部第1159号線 奈良市中町 4695番3地先から 
奈良市大和田町 1171番 1地先

まで 

L=360 

W=7.0～7.8 

41 西部第1516号線 
奈良市南登美ヶ丘 3390番 1地

先から 

奈良市南登美ヶ丘 3387番 4地

先まで 

L=46 

W=6.0～8.0 

42 西部第1520号線 
奈良市南登美ヶ丘 3351番 9地

先から 

奈良市南登美ヶ丘3351番14地

先まで 

L=47.5 

W=6.0～8.0 

43 西部第1521号線 
奈良市学園中二丁目 1311 番 1

地先から 

奈良市学園中二丁目 1303 番 1

地先まで 

L=196 

W=6.0～8.0 

44 西部第1522号線 
奈良市藤ノ木台一丁目 698番1

地先から 

奈良市藤ノ木台一丁目698番5

地先まで 

L=37.3 

W=6.0～8.0 

45 西部第1523号線 
奈良市鳥見町三丁目 4番 43地

先から 

奈良市鳥見町三丁目 4番 50地

先まで 

L=44.1 

W=6.0～8.0 

46 西部第1524号線 
奈良市鳥見町三丁目 7番 30地

先から 

奈良市富雄川西一丁目 2002 番

19地先まで 

L=54.3 

W=6.0～8.0 

47 西部第1525号線 
奈良市鳥見町四丁目1番9地先

から 

奈良市三碓町 2194番 8地先ま

で 

L=85.8 

W=6.0～10.0 

48 西部第1526号線 
奈良市学園大和町一丁目241番

地先から 

奈良市学園大和町一丁目240番

5地先まで 

L=38 

W=6.0～10.0 

49 西部第1527号線 
奈良市百楽園三丁目 426 番 12

地先から 

奈良市百楽園三丁目426番7地

先まで 

L=33 

W=6.0～8.0 

50 西部第1528号線 
奈良市松陽台四丁目 1800番60

地先から 

奈良市松陽台四丁目 1788 番 2

地先まで 

L=27.1 

W=6.0～8.0 

51 西部第1529号線 
奈良市二名二丁目 2447番 5地

先から 

奈良市二名二丁目2460番44地

先まで 

L=65.6 

W=6.0～8.0 

52 西部第1530号線 
奈良市富雄元町一丁目 500番2

地先から 

奈良市富雄元町一丁目 500 番

12地先まで 

L=44.1 

W=6.0～8.0 

53 西部第1531号線 
奈良市富雄北二丁目 408 番 48

地先から 

奈良市富雄北二丁目 408 番 52

地先まで 

L=30 

W=6.0～8.0 

54 西部第1532号線 
奈良市帝塚山四丁目 1655 番

357地先から 

奈良市帝塚山四丁目 1655 番

348地先まで 

L=28.1 

W=5.0 

55 西部第1533号線 
奈良市朝日町一丁目 5番 24地

先から 

奈良市朝日町一丁目5番5地先

まで 

L=36 

W=6.0～8.0 

56 
下深川下垣内・乾

谷線 

奈良市下深川町413番2地先か

ら 
奈良市下深川町688番地先まで 

L=184 

W=2.4～5.9 

57 助命・下荻線 
奈良市下深川町693番4地先か

ら 

奈良市下深川町 1274番 2地先

まで 

L=194 

W=2.7～6.3 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 163号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第 18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 7年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（ｍ） 
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1 南部第2号線 
奈良市東九条町441番1地先か

ら 

奈良市西九条四丁目 1 番 11 地

先まで 

L=791 

W=6.0～13.0 

2 南部第737号線 
奈良市恋の窪一丁目285番6地

先から 

奈良市恋の窪一丁目 285 番 10

地先まで 

L=48 

W=6.0～8.0 

3 南部第738号線 
奈良市大安寺一丁目 1232 番 8

地先から 

奈良市大安寺一丁目 1232 番 7

地先まで 

L=26 

W=6.0～8.0 

4 南部第739号線 
奈良市東九条町650番9地先か

ら 

奈良市東九条町650番7地先ま

で 

L=37 

W=6.0～8.0 

5 南部第740号線 
奈良市東九条町 1132 番 2 地先

から 

奈良市東九条町 1129 番 5 地先

まで 

L=59.6 

W=6.0～8.0 

6 北部第539号線 
奈良市奈良阪町 2764 番地先か

ら 

奈良市法蓮佐保山四丁目 1579

番地先まで 

L=83.7 

W=6.0 

7 北部第829号線 奈良市川上町279番1地先から 奈良市川上町131番2地先まで 
L=111 

W=6.0～8.0 

8 北部第830号線 奈良市興善院町2番5地先から 
奈良市興善院町 2 番 10 地先ま

で 

L=28.5 

W=6.0～8.0 

9 北部第831号線 
奈良市西木 町183番8地先か

ら 

奈良市西木 町 183 番 27 地先

まで 

L=98.2 

W=6.0～8.0 

10 北部第832号線 
奈良市奈良阪町 1904 番地先か

ら 

奈良市法蓮佐保山四丁目 1579

番地先まで 

L=345 

W=6.0～8.0 

11 北部第834号線 
奈良市法蓮町 746 番 20 地先か

ら 

奈良市法蓮町 746 番 24 地先ま

で 

L=233.7 

W=6.0～8.0 

12 中部第1787号線 
奈良市六条西二丁目1537番486

地先から 

奈良市六条西二丁目1537番476

地先まで 

L=92.4 

W=6.0～8.0 

13 中部第1788号線 
奈良市四条大路三丁目 971番 6

地先から 

奈良市四条大路三丁目 911番 2

地先まで 

L=29.9 

W=6.0～8.0 

14 中部第1789号線 
奈良市四条大路三丁目 984番 3

地先から 

奈良市四条大路三丁目984番11

地先まで 

L=77.2 

W=6.0～8.0 

15 中部第1790号線 
奈良市疋田町四丁目 141番 114

地先から 

奈良市疋田町四丁目 141番 149

地先まで 

L=65.1 

W=6.0～8.0 

16 中部第1791号線 
奈良市西大寺芝町二丁目 1993

番 6地先から 

奈良市西大寺芝町二丁目 2036

番2地先まで 

L=68.5 

W=6.0～8.0 

17 中部第1792号線 奈良市山陵町240番2地先から 奈良市山陵町243番3地先まで 
L=65.6 

W=6.0～8.0 

18 中部第1793号線 
奈良市五条西一丁目1202番516

地先から 

奈良市五条西一丁目1202番510

地先まで 

L=41.8 

W=6.0～8.0 

19 中部第1794号線 
奈良市五条西一丁目 5236 番 4

地先から 

奈良市五条西一丁目 5236 番 7

地先まで 

L=33.5 

W=6.0～8.0 

20 中部第1795号線 
奈良市五条西一丁目 5231番 17

地先から 

奈良市五条西一丁目 5231番 12

地先まで 

L=77.3 

W=6.0～10.0 

21 中部第1796号線 
奈良市あやめ池南七丁目880番

4地先から 

奈良市あやめ池南七丁目881番

7地先まで 

L=73.1 

W=6.0～8.0 

22 中部第1797号線 
奈良市あやめ池南八丁目896番

2地先から 

奈良市あやめ池南八丁目896番

6地先まで 

L=42.5 

W=6.0～8.0 
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23 中部第1798号線 
奈良市七条一丁目540番4地先

から 

奈良市七条一丁目 539 番 13 地

先まで 

L=97.8 

W=6.0～8.0 

24 中部第1799号線 
奈良市七条西町一丁目 1139 番

8地先から 

奈良市七条西町一丁目 1136 番

3地先まで 

L=94.5 

W=6.0～8.0 

25 中部第1800号線 
奈良市西大寺赤田町一丁目 851

番地先から 

奈良市西大寺赤田町一丁目 852

番1地先まで 

L=35 

W=11.2～15.8 

26 中部第1801号線 
奈良市西大寺赤田町一丁目 974

番 5地先から 

奈良市西大寺赤田町一丁目 974

番9地先まで 

L=48 

W=5.0～6.0 

27 中部第1802号線 
奈良市赤膚町 1202 番 214 地先

から 

奈良市赤膚町 1202 番 234 地先

まで 

L=69.5 

W=6.0～8.0 

28 中部第1803号線 
奈良市中山町 1505 番 3 地先か

ら 

奈良市中山町 1502 番 6 地先ま

で 

L=32.9 

W=6.0～8.0 

29 中部第1804号線 
奈良市中山町 1709 番 5 地先か

ら 

奈良市中山町1709番13地先ま

で 

L=39.4 

W=6.0～8.0 

30 中部第1805号線 奈良市菅原町383番4地先から 奈良市菅原町382番2地先まで 
L=107.3 

W=6.0～8.0 

31 中部第1806号線 
奈良市五条畑一丁目 5154 番 1

地先から 

奈良市五条畑一丁目 5150番 11

地先まで 

L=67.8 

W=6.0～8.0 

32 中部第1807号線 
奈良市敷島町二丁目 553 番 39

地先から 

奈良市敷島町二丁目 553 番 19

地先まで 

L=77.9 

W=4.3～9.0 

33 西部第589号線 
奈良市富雄元町二丁目316番10

地先から 

奈良市富雄元町二丁目 306番 4

地先まで 

L=117.3 

W=1.8～9.7 

34 西部第675号線 奈良市中町 313番地先から 奈良市中町453番6地先まで 
L=256.6 

W=1.2～11.6 

35 西部第725号線 奈良市中町 4752番1地先から 奈良市中町4728番2地先まで 
L=127 

W=3.8～5.0 

36 西部第840号線 
奈良市帝塚山六丁目1655番124

地先から 

奈良市帝塚山六丁目1655番126

地先まで 

L=145 

W=4.3～6.1 

37 西部第841号線 
奈良市帝塚山六丁目1655番126

地先から 

奈良市帝塚山六丁目1655番328

地先まで 

L=28 

W=5.5～5.6 

38 西部第1159号線 奈良市中町 4695番3地先から 
奈良市大和田町 1171 番 1 地先

まで 

L=360 

W=7.0～7.8 

39 西部第1516号線 
奈良市南登美ヶ丘 3390 番 1 地

先から 

奈良市南登美ヶ丘 3387 番 4 地

先まで 

L=46 

W=6.0～8.0 

40 西部第1520号線 
奈良市南登美ヶ丘 3351 番 9 地

先から 

奈良市南登美ヶ丘3351番14地

先まで 

L=47.5 

W=6.0～8.0 

41 西部第1521号線 
奈良市学園中二丁目 1311 番 1

地先から 

奈良市学園中二丁目 1303 番 1

地先まで 

L=196 

W=6.0～8.0 

42 西部第1522号線 
奈良市藤ノ木台一丁目 698番 1

地先から 

奈良市藤ノ木台一丁目 698番 5

地先まで 

L=37.3 

W=6.0～8.0 

43 西部第1523号線 
奈良市鳥見町三丁目 4 番 43 地

先から 

奈良市鳥見町三丁目 4 番 50 地

先まで 

L=44.1 

W=6.0～8.0 

44 西部第1524号線 
奈良市鳥見町三丁目 7 番 30 地

先から 

奈良市富雄川西一丁目 2002 番

19地先まで 

L=54.3 

W=6.0～8.0 
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45 西部第1525号線 
奈良市鳥見町四丁目1番9地先

から 

奈良市三碓町 2194 番 8 地先ま

で 

L=85.8 

W=6.0～10.0 

46 西部第1526号線 
奈良市学園大和町一丁目241番

地先から 

奈良市学園大和町一丁目240番

5地先まで 

L=38 

W=6.0～10.0 

47 西部第1527号線 
奈良市百楽園三丁目 426 番 12

地先から 

奈良市百楽園三丁目426番7地

先まで 

L=33 

W=6.0～8.0 

48 西部第1528号線 
奈良市松陽台四丁目 1800番 60

地先から 

奈良市松陽台四丁目 1788 番 2

地先まで 

L=27.1 

W=6.0～8.0 

49 西部第1529号線 
奈良市二名二丁目 2447 番 5 地

先から 

奈良市二名二丁目2460番44地

先まで 

L=65.6 

W=6.0～8.0 

50 西部第1530号線 
奈良市富雄元町一丁目 500番 2

地先から 

奈良市富雄元町一丁目500番12

地先まで 

L=44.1 

W=6.0～8.0 

51 西部第1531号線 
奈良市富雄北二丁目 408 番 48

地先から 

奈良市富雄北二丁目 408 番 52

地先まで 

L=30 

W=6.0～8.0 

52 西部第1532号線 
奈良市帝塚山四丁目1655番357

地先から 

奈良市帝塚山四丁目1655番348

地先まで 

L=28.1 

W=5.0 

53 西部第1533号線 
奈良市朝日町一丁目 5 番 24 地

先から 

奈良市朝日町一丁目5番5地先

まで 

L=36 

W=6.0～8.0 

54 
下深川下垣内・乾

谷線 

奈良市下深川町413番2地先か

ら 
奈良市下深川町688番地先まで 

L=184 

W=2.4～5.9 

55 助命・下荻線 
奈良市下深川町693番4地先か

ら 

奈良市下深川町 1274 番 2 地先

まで 

L=194 

W=2.7～6.3 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 164号 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 48条の 13第 3項の規定に基づき、次の市道路線を歩行者専用道路に指定す

る。その関係図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 7年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起点 終点 備考（ｍ） 

1 西部第841号線 
奈良市帝塚山六丁目1655番126

地先から 

奈良市帝塚山六丁目1655番328

地先まで 

L＝28 

W＝5.5～5.6 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 165号 

予防接種法 (昭和23年法律第 68号) 第5条の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年政

令第197号) 第5条の規定により､ 次のとおり公告する｡  

令和 7年4月1日  

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所  

予防接種の種類  予防接種の対象者の範囲  予防接種を行う期間  予防接種を行う場所  

ジフテリア・百日せき・ポ

リオ・破傷風・ヒブ感染症 

（5種混合）、ジフテリア・ 

生後 2 か月から生後 90 か

月に至るまでの間にある者  

令和7年4月1日から 

令和8年3月31日まで  

別紙 1のとおり 
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百日せき・ポリオ・破傷風

（4種混合）、ジフテリア・

百日せき・破傷風（3種混

合） 

 

ヒブ感染症 生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者 

 

ポリオ 生後 2 か月から生後 90 か

月に至るまでの間にある者 

 

ジフテリア・破傷風（二種

混合） 

11歳以上13歳未満の者  

麻しん・風しん（MR）､ 麻

しん又は風しん  

1 生後12か月から生後24

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 5歳以上7歳未満の者で

あって、小学校就学の始

期に達する日の 1年前の

日から当該始期に達する

日の前日までの間にある

者 

 

日本脳炎 1 生後 6 か月から生後 90

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 9歳以上13歳未満の者  

＜特例＞  

･ 平成 7年 4月 2日から平

成 19 年 4 月 1 日に生ま

れた 20歳未満の者 

  

結核（BCG）  1 歳に至るまでの間にある

者 

 

小児肺炎球菌感染症  生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者  

 

ヒトパピローマウイルス

感染症  

12 歳となる日の属する年

度の初日から 16 歳となる

日の属する年度の末日まで

の間にある女子  

＜経過措置対象者＞平成 9

年4月2日から平成21年4

月 1日生まれの女子で、令

和 4年 4月 1日から令和 7

年 3 月 31 日までに 1 回以

上接種しており、3 回接種

が完了していない者 

 

水痘  生後 12か月から生後 36か

月に至るまでの間にある者  

 

B型肝炎  1 歳に至るまでの間にある

者  

 

ロタウイルス感染症 ＜経口弱毒性ヒトロタウイ  
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 ルスワクチン＞出生 6 週 0

日後から出生 24 週 0 日後

までの間にある者 

＜五価経口弱毒性ロタウイ

ルスワクチン＞出生 6 週 0

日後から出生 32 週 0 日後

までの間にある者 

 

成人用肺炎球菌感染症 65歳の者及び 60歳以上 65

歳未満の者であって心臓､ 

腎臓若しくは呼吸器の機能

の障害を有するものとして

厚生労働省令で定める者 

 別紙 2のとおり 

 

帯状疱疹 年度年齢 65 歳の者及び 60

歳以上 65 歳未満の者であ

ってヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能の障害を

有するものとして厚生労働

省令で定める者  

＜経過措置対象者＞年度年

齢が 70、75、80、85、90、

95、100 歳及び 101 歳以上

の者 

 

2 接種不適当者  

(1) 明らかな発熱 (37.5度以上) を呈している者  

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって､ アナフィラキシー (即時型アレルギーのなかで最も迅速

な過敏反応) を呈したことが明らかな者  

(4) 麻しん及び風しんの予防接種の対象者にあっては､ 妊娠していることが明らかな者  

(5) BCG接種の対象者にあっては､ 結核その他の疾病の予防接種､ 外傷等によるケロイドの認められる者  

(6) B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては､ HBs抗原陽性の者の胎内または産道において B型肝炎ウイルス

に感染したおそれのある者であって､ 抗 HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降 B型肝炎ワクチンの

投与を受けたことのある者  

(7) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性

消化管障害を有する者（その治療が完了したものを除く。）、重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

(8) 肺炎球菌感染症 (高齢者がかかるものに限る｡ ) 及び帯状疱疹に係る予防接種の対象者にあっては､ 当該疾

病にかかる予防接種法（昭和 23年法律第68号）第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者  

（9）帯状疱疹に係る予防接種の対象者であって乾燥弱毒生水痘ワクチンの接種を希望する場合にあっては、先天及     

び後天性免疫不全又は疫抑制状態の者 

(10)前各号に掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者  

3 接種要注意者  

(1) 心臓血管系疾患､ 腎臓疾患､ 肝臓疾患､ 血液疾患､ 発育障害等の基礎疾患を有する者  

(2) 予防接種で接種後 2 日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがあ

る者  

(3) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者  

(4) 過去にけいれんの既往のある者  

(5) 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者  

(6) BCGについては､ 過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者  

(7) ロタウイルス感染症に係る予防接種対象者については､ 活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者 
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4 料金  

(1) 成人用肺炎球菌感染症予防接種については､ 自己負担金 3,000円  

(2) 帯状疱疹予防接種の自己負担金については以下のとおり 

乾燥弱毒生水痘ワクチン：4,000円 

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン：11,000円（接種1回あたり） 

(3) それ以外の予防接種については､ 無料  

(4) 接種当日に､ 奈良市に住民登録がない者又は予防接種の対象者の範囲に含まれない者は、有料 (全額負担)  

5 長期療養者 

長期にわたり療養を必要とする疾病で､ 厚生労働省令で定めるものにかかったこと､ その他の厚生労働省令で定

める特別の事情があることにより、ロタウイルス感染症を除く当該特定疾病に係る予防接種法第 5条第1項に規定す

る予防接種を受けることができなくなったと認められる者については､ 当該特別の事情がなくなった日から起算し

て 2 年､ 成人用肺炎球菌感染症及び帯状疱疹については 1 年を経過する日までの間 (厚生労働省令で定める特定疾

病にあっては､ 厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る｡ ) ､ 当該特定疾病に係る同項の政

令で定める者とすること｡ (予防接種法施行令第3条第2項関係)  

6 その他  

不明な点については､ 健康医療部健康増進課に問い合わせること｡  



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 18 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 19 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 20 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 21 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 22 － 

 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 23 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 24 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 25 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 26 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 27 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 28 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 29 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 30 － 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 31 － 

 


